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➣福島県鳥獣被害対策支援員の活用 

 福島県は 12市町村の鳥獣被害対策を支援する目的で支援員を配置しています。市町村に

おいては、福島県鳥獣被害対策支援員を有効に活用することで対策の推進が期待できま

す。 

 

➣地域リーダーの育成 

 帰還が進み震災前の状態に戻りつつある地域については、将来的に鳥獣対策の地域リー

ダーとなる地元住民を確保し育成を図るための取り組みを行うことが有効です。 

 

➣捕獲従事者の確保 

 捕獲従事者については、地域外の捕獲従事者の確保に加え、地域内で捕獲従事者を増やす

試みとして、実施隊隊員の拡充、捕獲専門員の雇用、狩猟免許の取得推進等の捕獲に関わ

るインセンティブの向上が考えられます。 

 

➣その他 

 上記の担い手の確保に加え、環境省の鳥獣プロデータバンク「鳥獣保護管理プランナ

ー」「鳥獣保護管理捕獲コーディネーター」「鳥獣保護管理調査コーディネーター」、農

林水産省「農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー」に登録された専門家、独立行政法人

や大学等の研究機関、専門事業者などから支援を期待できる人材の確保を検討すること

も有効です。 

 

 




